令和７年１２月議会定例会
１　本市児童生徒の学力向上の取り組みについて
　（１）全国学力・学習状況調査の成果とその分析について
　（２）埼玉県学力・学習状況調査の成果とその分析について
　（３）小学校低学年基礎学力定着度調査の成果とその分析について
　（４）中学国語記述式正答率の分析及びその指導について
　（５）中学理科個別分析の把握及び指導について
　（６）CBT方式でのトラブルはなかったか
　（７）ボトムアップシートとボトムアップネクストについて
２　部活動の地域展開（地域移行）について
　（１）地域展開を進める理由は何か
　（２）財源や人材など実効性の確保の見通しはあるのか
　（３）恒久的に続く人材の育成をどう進めていくのか
　（４）拙速に進める理由は何か
　（５）子供達や保護者の不安に対してどう受け止めるのか
　（６）活動の出来ない子供達の対応は
３　外国人の日本語指導と他の指導について
（1） 日本語指導の現状について
（2） 生徒指導の現状について
（3） 保護者の現状について
　（４） 教員の配置について
　（５） 就学時の対応について
４　埼玉県の新しい入試制度について
　（１）自己評価資料について指導の準備はどのようにしているのか
　（２）生徒の実態は把握しているのか
　（３）具体的な指導方法はどのようにしているのか
　（４）自己評価資料は評価基準になるのか
　（５）部活動や生徒会活動、資格等の実績はどのような形で評価していくのか
５　消防の組織について
　（１）消防にはどのような組織があるのか
　（２）令和６年中の出場件数と割合について
　（３）消防職員の配置人数と割合について
　（４）消防部隊の業務内容について
　（５）パワーハラスメント防止対策について
　（６）人材育成とより良い職場環境の充実について
　
６　川口市立高等学校附属中学校について
（1） 募集対象拡大の意図は何か
（2） 募集人員はどのように考えているのか
（3） 市民への説明はどのようにしているのか
７　市内小中学校のトイレ等の修繕について
（1） 洋式トイレ設置の進捗率は
（2） 市内小中学校のトイレの状況把握と対応はどのようになっているのか
（3） 改修工事が進まない理由は
（4） 学校施設のより良い環境づくりについて
（5） 早急に改善する策は


























　おはようございます。通告に従いまして、質問・提言を行います。
１　本市児童生徒の学力向上の取り組みについて
　全国学力・学習状況調査が、小学校６年生と中学校３年生を対象に本年も４月に実施されたとのことであります。併せて埼玉県では本県独自に小学校４年生から中学校３年生を対象に埼玉県学力・学習状況調査が実施され、更に本市では低学年の基礎学力の向上を図るために、早期のつまずきを把握しその後の指導に役立てるために本市独自の小学校低学年基礎学力定着度調査を実施したと伺っております。
　これらの調査では、子供達から得た調査の結果をどのように各学校の先生方が分析し、的確に把握して今後の指導に活かし児童生徒の学力向上につなげていくかが重要と考えます。
　この度の全国学力・学習状況調査の結果から、報道によると、平均正答率の中で中学国語で記述式の平均正答率は３割に届かず、３割近くが無回答だった問題もあったということです。その記述式の中でも、物語の構成や展開について、自分の考えとそう考えた理由を書く問題は平均正答率が最も低い１７，４％でした。また、この問題は２７，７％が無回答であったとのことです。私はこの結果は子供たちの文章を読む力と、文章を自分の考えで表現する力が不足しているのかな？と私なりに解釈してみました。実は生徒たちにとって将来人生を生き抜く原動力として読む力と相手に伝える表現力は重要な必要な力となるのではないかと考えます。従って、この全国的な結果は本市の生徒たちも例外ではないと思われます。また、概ね３年ごとに実施している中学理科では初めて、生徒が学習用端末を使い、オンラインを通じて出題・回答するCBT方式で実施したとのことです。更に今回は英語資格・検定試験等で採用されているIRTというテスト理論が導入されているために、生徒ごとに問題が異なるので平均正答率が出せないようになっているそうです。これによって理科担当の先生方はどのように個別の結果を把握し今後の指導に役立てていくのか？画期的な出題方法なので興味のあるところです。
　オンラインでの全国・県学力・学習状況調査の生徒全体での実施は２年目ということで実施に当たってトラブル等の影響も無く順調に進められたのか知りたいところです。更に、本市では各学校において学力低位層の比率がどれくらいあるかを分析するツール、ボトムアップシートを活用して指導に役立てているとのことですが、今年度は新たにボトムアップネクストというツールを活用して指導に役立てているとのことです。この取り組みは大変画期的で興味のあるところです。本市の子供たちの学力の向上の把握に重要な役割を果たしている先生方の指導について以下、お伺いいたします。
（1） 全国学力・学習状況調査の成果とその分析について
（2） 埼玉県学力・学習状況調査の成果とその分析について
　（３）小学校低学年基礎学力定着度調査の成果とその分析について
　（４）中学国語記述式正答率の分析及びその指導について
　（５）中学理科個別分析の把握及び指導について
　（６）CBT方式でのトラブルはなかったか
（７）ボトムアップシートとボトムアップネクストについて
　答弁、有難うございました。概ね市全体としての学力は向上されているとのことです。先生方の各学力調査を適切に分析しその分析に沿って指導を進めた結果と受け止めました。（４）の国語記述式の正答率については全国的な傾向であることはわかりますが、文章を読む力と自分の考えで表現する力が不足している点について今後の課題として子供たちに力をつけていただきたいと思います。（７）ボトムアップシートとボトムアップネクストについては、これは本市独自に開発して子供たちの学力の向上と先生方の指導に資する分析する方途として役立てているとのことです。大変すばらしい取り組みであると思います。引き続きの指導尽力を宜しくお願いいたします。

２　部活動の地域展開（地域移行）について
　部活動の地域移行についての動きが出てきたのは平成３１年１月の中教審の「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について」において部活動は「必ずしも教師が担う必要のない業務」と明記されてから文部科学省、スポーツ庁、文化庁から令和２年９月２日付事務連絡で「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革」についてが出され令和５年度から７年度にかけて全国約９，０００校の３割で部活動の地域移行が進められるようにとしましたが予算も目標の３割の地域移行も進まず、令和７年度には達成年度にはこだわらず柔軟に対応して「改革推進期間」と称するなどトーンダウンを始めています。更に学校部活動地域移行を地域展開に名称も改めました。実際に各県教委では推進地域などを設けて推進を進めていますが実際進めていくと予算の問題、指導者確保の問題、運営の問題、活動場所の確保の問題等様々な問題点が浮上し、各自治体では地域移行推進について戸惑いを見せている自治体が多くみられるようになりました。
　私はこのような事態は想定しておりました。そもそも１つの事業、施策を進めていくには、予算と推進する人材の確保の裏付けが最低限必要でこの基本的な考えを無視して進めている文部科学省は失政と言わざるを得ません。更に今になって元五輪相、日本スポーツ協会の会長を務める遠藤利明氏が年明けにも超党派の議員連盟を立ち上げ５０万人の指導者を必要とするその謝金などに年間数百億円の予算を確保するためと動き出しました。これは恒久財源としての確保でいうことですがこれも不透明と言わざるを得ません。国の財源はその時々の事情によりいつ切り捨てられあとは地方でよろしくというのは国の財政の常套手段を私は知っています。
　議員の皆様、そして市民の皆様、どうしてこれまで学校で進めている部活動をいきなり中教審の見解から無理やり学校教育の一環であるはずの学校部活動を予算、人材確保の裏付けもなくやめさせる方向に事態が行っているのでしょうか？これまで学校部活動ではスポーツ、文化部で多くの人材が育成され優秀な人材選手も育っていました。部活動を通して友達との友情、喜び苦しみ、教師との信頼関係の醸成、更に教師と保護者との信頼関係の醸成、多くの教師は部活動指導を通して進めながら教師としての力量を高めていったのです。ここに教育的意義が存在します。私もそれを実感しています。部活動を指導することは働き過ぎだと思ったことはないしそれを働き方改革に位置付けて一足飛びに改革という名のもとに進めることは、一方の見解だけを理由に行う行政の横暴なやり方だと思います。そこには、実際に活動している子供達の見解がありません。子供達や保護者、実際に遣り甲斐をもって指導を進めている教師の思いを取り上げることもありません。これで国の教育をつかさどる文部科学省の見解、この施策が教育といえるのでしょうか？川口市教育委員会のやっていることも一方的です。部活動は勤務時間内に終えるべきだ。土日の部活動は令和９年９月で地域に移行すると一方的に宣言し強制的な力をもって進め子供たちのやる気、伸びようとする芽や教師達のやる気までもそいでしまっています。予算の裏付け、人材の確保は出来ていますか？部活動地域移行を国が令和８年度から６年間で「改革実行期間」に入るから、川口市は先行してやることで国や県や他の自治体にやったぞと示したいだけではないですか？そこには教育の本質である子供も保護者もそして教師もいません。更に、問題があります。部活動地域移行では指導者に謝金を支払うシステムを導入します。これは学習塾に通うのと一緒です。困窮家庭の子供たちは支払うことができません。その子供達は土日はスポーツをしたい文化活動をしたいといってもできないのです。あぶれてしまいます。どうするのでしょうか？何とかするでは答えになりません。低所得世帯の中学生は、高所得世帯の子供に比べて運動部活動やスポーツクラブへの加入率が低いことが本年１月に行った笹川スポーツ財団の調査で分かっています。インターネットで３１３６人の保護者から回答を得て、運動部への加入率は世帯年収別で年４００万円未満の子は４２，３％だったのに対し、１，０００万円以上の子は５３，２％。スポーツクラブは４００万円未満が９，０％で１，０００万円以上は２１，７％でした。年間費用の平均は運動部が５万円でスポーツクラブは約１６万円でした。このデータから低所得の家庭の子供達は指導料が伴う地域移行のシステムでは加入し難いことがわかります。
学校部活動は指導料は無料です。教育的配慮も安心してできます。様々な問題点がはらんでいるのが部活動地域展開なのです。熊本市は学校部活動を残しています。子供たちのアンケートから多くの子供たちが部活動を残してほしいという願いがあったからだということです。先生方の負担があるならば地域の方々にお手伝いいただこうという柔軟な手法で教師の働き方改革に向き合い子供達を第１に考え部活動地域移行に対処しています。決して本市のように拙速に進め、子供達や活動に一方的な制限を加えていません。どうして本市は拙速に進めていくのか理由がわかりません。このように進めている自治体もあるわけですから。スポーツ社会学の早稲田大学中澤篤史教授は「国は令和８年度からの６年間で、原則すべての部活動で休日の地域展開を達成するとしている。地域展開で、中学生のスポーツ機会格差が拡大する可能性がある。全国一律の基準をあてはめるのではなく、部活動を残す選択肢を排除すべきではない」と見解を述べています。私は熊本市の部活動地域移行の進め方や早稲田大学の中沢教授の見解に賛同するものです。教育の本質それは子供の将来の行く末を限りなく支援・援助していくことです。折角ある子供たちが生き生き活動している学校の部活動を強制的に活動を自粛させ、部活動地域移行を進める川口教育委員会の施策に対して中学に入学する生徒や保護者の戸惑い不安の声が現実多くあることに対してどう考えているのか？また、将来像をどう考え進めようとしているのか？以下、教育長に答弁を求め伺います。
（1） 地域展開を進める理由は何か
（2） 財源や人材など実効性の確保の見通しはあるのか
（3） 恒久的に続く人材の育成をどう進めていくのか
（4） 拙速に進める理由は何か
（5） 子供達や保護者の不安に対してどう受け止めるのか
（6） 活動の出来ない子供たちへの対応は

答弁有難うございました。教育長答弁有難うございます。部活動地域展開を進める理由として答弁にもありましたが、文科省は子供が減ってくるということを挙げていますが部活動は子供が減っても可能なんです。それは子供が沢山いようが少なかろうが先生方と友達や学年を超えた仲間との活動そこに教育的意義があるのです。先ずはそこを指摘しておきます。（１）についてですが答弁からすると生徒対象のアンケートから２８２種類の活動したい希望が出ているので部活動ではとても希望に沿うことが出来ないのでということですが、逆に、こんなに沢山の種目では地域展開でも指導者の確保や配置する労力、場所の確保、予算など困難ではないかと思われますが？裏付けはあるのですか？再質問いたします。（４）についてですが、本市のみではなく他自治体も進めているという答弁でしたが、国では令和２年の通知で地域移行を令和７年度までに達成しようとしましたが、途中でトーンダウンして、令和５年度から７年度までを「改革推進期間」とし更に、令和８年度から１３年度までの６年間を「改革実行期間」として、原則すべての部活動で休日の地域展開を達成するとしています。文科省はころころ方針を変えています。これは全国で実態が思うように進まず、様々な課題も出て来たことから、方針が中々定まらないのです。国の動向を注視して進めることこそ子供達や保護者のためになるのではないかと思いますが？このような実態から本市は一呼吸おいてしっかり見通しがついてからじっくり考えるべきではないかと思いますがお伺いいたします。再質問いたします。
　（１）の再質問の答弁ですがこの数の種目の対応は難しいことはわかっていますよ。多様な選択肢が期待できるではなくて配置する労力、場所の確保、予算などの運営上の根拠をお伺いしているのですよ。やはり期待するという程度なのですよね。（４）についてですが、拙速する理由は何か？と尋ねたのは部活動地域展開が活動する状況として、まだまだ、準備が整っていないのでもっと柔軟に段階を踏んで進めていったらどうですかということを伺っているのです。アンケートを取ればこんな活動がしたいなどと子供達から数多く出るのは当然だと思います。このような受け止めで地域展開を進めても根拠がまだ不十分だと思います。問答無用で進めても誰が責任を取るのですか？幅広く議論準備をして皆さんがこれならいけるというコンセンサスを得て進めていったらどうでしょうか？と質問しているのです。部活動地域展開については子供達、保護者、先生方、そして実際に地域の指導者となる方々の不安は解消されていません。このことに注力すべきです。

３　外国人の日本語指導と他の指導について
　県内市町村別外国籍住民は、令和7年１０月現在で川口市は約４万８千人と埼玉県では最も多い市であります。また、人口比率では８％に達し、約１０年前の調査と比較すると約２倍にとなり、増加の傾向は更に見込まれます。この傾向に併せてご承知の通り外国人子女の増加は比例して増加しております。令和７年５月１日現在の調査によると市内外国人子女は小学校２５５８名、中学校８３２名で、１０年前の平成２８年小学校８１９名、中学校２８８名と比較すると小・中学校ともに約３倍となっており、その増加は凄まじいものがあります。正に外国人にとっては住みやすい街川口になっているのではないかと思います。したがって外国人子女の教育は本市の町づくりにとって重要なウエートを占めるとともに本市の教育にとっても大きな課題になっているものと考えます。
　文部科学省の通知その見解によると「外国人の子どもの公立義務教育諸学校の受け入れについて」では、「外国人の子どもには、我が国の義務教育への就学義務はないが、公立の義務教育諸学校へ就学を希望する場合には、国際人権規約等も踏まえ、日本児童生徒と同様に無償で受け入れる」とし「教科書の無償配布及び就学援助を含め、日本人と同一の教育を受ける機会を保障する」としています。市内の外国人子女はこのような考えを根拠にして市内公立学校に通い勉学に励んでいます。外国人子女が川口の公立学校を卒業し日本の社会で受け入れられ立派に貢献出来たらそれは素晴らしいことです。さらに言えば川口の企業に就職し川口の産業振興に役立ち一川口市民として本市に貢献できるようになれば、それはまた素晴らしく意義のあることと考えます。
　しかし、学校では日本人の友達と馴染み、学校にも馴染んで頑張っている子供達も確かにおりますが、残念ながら、今、学校現場では外国人子女に対して頭を悩ませていることも数多くあると伺っております。それは、日本語がしゃべれない子供と保護者が入ってくることです。子供も保護者も日本語がしゃべれない、理解できない、保護者に大切なことを伝えようとしても伝えられない。通訳もいない現状で、それも一人ではなく複数となると学校は人手もなくパニックに陥ることもあるのではないかと推察します。この現状では先生方は授業どころではなくなってしまいます。１０年前と比べると埼玉県教委や文部科学省も本市の現状から教員の配置など少なからず改善はしていると伺っておりますが。先日、教育研究所に伺って、非常勤の先生方が日本語の習得のために外国人子女の日本語指導の状況を参観させていただきました。その子供たちがある程度日本語を習得出来たら各当該の学校へ戻すシステムのようです。大分外国人子女の日本語指導が改善されてきているようですが、まだまだ、学校、先生方の負担は多くあるようです。本市の現状を鑑みると県教委から配置される教員は外国人子女の多い学校に配置されているようですが、教育研究所にこの教員をまとめて配置して日本語指導を徹底して行ってから各学校に子供達を送り出してはいかがと思うのですが、いかがでしょうか？それは配置上出来ないものなのでしょうか？
　更に、外国人子女の生徒指導上の問題もクローズアップされてきています。学校が面白くない外国人子女は学校に行かずに親のつてで解体業などの仕事をしているそうです。挙句の果てには非行問題行動です。車の無免許運転や深夜の徘徊、埼玉県警ではコンビニなどでたむろしている多国籍外国人子女の集団ができ問題行動を繰り返している事案が多く発生していることをつかんでいます。学校に来ないで問題行動を繰り返す外国人子女が学校に来始めたら学校はかつてのような校内暴力といわれる二の舞が発生する恐れがあると、関係者の中では危惧しています。教育界は働き方改革とか言って先生方は余分な生徒指導はしない、いやできない教員が増えているということで益々学校教育に不安を感じます。教育の目的から言えば本末転倒ではありませんか？また、このような生徒指導上の問題が起こった場合、学校では当該生徒や保護者と話し合い、解決の糸口をつけていくものですが、生徒も保護者も日本語が話せないために校長や担任とコミュニケーションが取れずに、問題は一向に解決しないということです。文部科学省の「就学義務はないが就学を希望する場合は日本児童生徒と同様に無償で受け入れる」という見解と照らしてみるとこの就学の扱いに問題はありませんでしょうか？心情的には問題行動をとる子であってもとことん面倒をみて善導してあげようというかつての経験からその気持ち十分ありますし現在の学校でもそうあるべきと思いますが、現在、本市で問題となっている違法行為を繰り返している外国人問題と照らしていくとしっかりと国法や国の対応に準じてしかるべき措置をとることがまじめに登校し学習している外国人子女や日本人子女のためにも、正常な本市の学校教育を推進していくためにも厳しく対処することはこの際重要なことだと思いますがいかがでしょうか？以下、お伺いいたします。
　（１）日本語指導の現状について
　（２）生徒指導の現状について
　（３）保護者の現状について
　（４）教員の配置について
　（５）就学時の対応について
　
答弁有難うございました。市長答弁有難うございました。外国人子女の日本語指導については私が予て危惧していたことが少しずつですが前進していることがわかりました。真面目に学校生活を送り学んでいる外国人子女がいる一方、残念ながら非行や学校に来ない、はなはだしく教師に負担をかける、市内の施設を破壊するなど、おおよそ我が国の教育を受けようという姿勢のない子女や保護者がいることも聞いております。保護者には我が国の文化や生活習慣などを事前に理解していただき教育を受ける心構えとして就学時に子供に言って聞かせることくらいは当然必要なことだと思います。歯止めをかける必要も出て来ました。外国人子女と保護者に対しては川口市で教育を受けるための前提条件を具体的に窓口で示して就学の準備をしていただくというのはどうでしょうか？意欲をもって我が国の教育を受けていただく措置です。提案です

４　埼玉県の新しい入試制度について
　埼玉県では公立高校の入学者選抜方法について令和９年度入学者選抜から大幅な変更が行われるようです。その目的として、令和９年度入学者選抜から変わる（主に令和６年度の中学１年生が受験する入学者選抜）という令和６年１２月埼玉県教育委員会より出されたパンフレットによると中学校１年生の皆さんへ（現在は２年生）として「皆さんが社会で活躍する頃には、厳しい挑戦の時代となることが予想されます。グローバル化や技術革新など社会構造は急速に変化し、将来を見通すことが難しい時代を迎えます。このような時代では、様々な変化に積極的に向き合い、課題を発見し、他者と協働して課題を解決していく力や、様々な情報を見極め、知識を概念的に理解し、情報を再構築して新たな価値に繋げていく力、複雑な状況や変化の中で目的を再構築することができるような力も求められています。皆さんには、学校内外での様々な活動を通して、こうした力を育み、どのような社会になっても、自らの幸せを実現できる、そして多様な人々と協力しながら、より良い未来を創っていける人に育ってほしいと思います。そんな願いを込めて、令和９年度入学者選抜を実施します」となっております。
　以上のような目的を受けて、令和９年度からの入学者選抜の方法では、従来中学校の担任の先生方が個々の受験生たちに作成していた所謂、調査書の記載等の変更がなされることになりました。今までは９教科の５段階の評定を記載し、その他部活動や生徒会等の特別活動の記録を記載して個々の生徒たちの記録を受験校に送付して受験校の合否の参考としていましたが、変更後は調査書に９教科の５段階評価のみを担任が記載して調査書とし、新たに受験生が自己評価資料というものを作成して当該高等学校に提出し面接等の参考資料とすることになりました。
　この入試選抜にはいくつかの疑問点があります。１つ目は、調査書は学力の記録のみということです。学校生活は確かに学力の活動が中心ではありますが、その他生徒会活動や部活動、資格等の実績、その他の活動などで特筆すべき事項が特別活動の記録として挙げられその活動の評価が各高等学校の評価として合否に関わっているということが現実にあります。
　２つ目は、新たに組み入れられた生徒個々が作成する自己評価資料であります。この自己評価資料を基に全受験生に面接を実施し各高等学校が自己評価資料を参考にして合否を決定するということであります。この自己評価資料ですが、勿論、素晴らしい資料を作成する生徒もいることは事実でしょうが、できない生徒もいることが予想されます。書くことができても面接で話すことが苦手な生徒もいます。また、書くことが苦手な生徒もいると思います。そのような対応で苦慮するのは担任です。心情は是非とも合格してほしいと必死に指導するでしょう。その労力は計り知れません。最後は、担任が自己評価資料を大方作ることになりはしないか？結局は県教委の記載の目的は実質形骸化してしまわないか？疑問に残るところです。
　３つ目は、当該の高等学校は学力は学力検査と調査書で把握することはある程度できたとしても、特別活動の記録は正確とはいかないまでも本当に正しく判断できるのでしょうか？１度きりの面接でその生徒のやる気や人柄や中学校での活躍が客観的に判断できますか？かなり疑問が残ります。
　４つ目は、高等学校に学力偏重で合否を決める高等学校が出で来る一方、高等学校では学力はある程度としてむしろ部活動とか特別活動の記録を重視したいがその判断がこの制度では付きにくいという高等学校も出てくるのではないかと思うのです。中学校生活で部活動や、特別活動で活躍した生徒が欲しいという高等学校にとってはお互いに不幸な結果になってしまうのでなないか？危惧してしまいます。自己評価資料の作成と面接の判断は難しいと思います。そこで、埼玉県教育委員会の新たな令和９年度の入学者選抜の制度についてお伺いいたします。
（1） 自己評価資料について指導の準備はどのようにしているのか
（2） 生徒の実態は把握しているのか
（3） 具体的な指導方法はどのようにしているのか
（4） 自己評価資料は評価基準になるのか
（5） 部活動や生徒会活動、資格等の実績はどのような形で評価していくのか

答弁有難うございました。埼玉県のこの新しい入試制度ですが、理想はわかりますが、様々な危惧が考えられますが、特に自己評価資料を子供達一人一人が作成し受験する公立高校に提出するということです。もちろんサッと出来る子もいるでしょう。しかし、できない子が必ずいると思います。子供を思うばかり担任の先生は苦労することになると思います。令和9年の入試実施ですからあと１年ちょっとでその能力を育てることが出来るでしょうか？一人一人の子供たちが不利にならないように指導をお願いいたします。

５　消防の組織について
　11月１８日午後５時４５分頃大分市佐賀関で「家が燃えている」と地域住民から１１９番通報があった。大分東署や市消防局によると消防車１０台以上が出場し１８０人が公民館に避難し７０代の男性と連絡が取れず、午後１１時時点で少なくとも民家など２０棟以上に燃え広がっている。その後１８０棟以上が延焼、山火事にもという報道がありました。
大変な大火になってしまいました。更に、茨城県坂東市でプラスチック工場の大規模な火災や香港ではマンションの火災が発生し大惨事となりました。大分市佐賀関の皆様をはじめ被災され犠牲になられた皆様には衷心よりお見舞い、そしてご冥福をお祈り申し上げます。
　私はこのような消防に関する報道等があるたびに、ご苦労様本当に市民のために危険を顧みず貢献されているのだな。と感謝の思いがこみ上げてきます。本市の消防職員の皆さんとは年に１度の９月に行われる議員の避難訓練での救出活動などでは、てきぱきとした行動や敬礼を見させていただいて上司に敬意を表する消防職員の振舞いには、好感をもって見させていただいております。議案の勉強会などでは直に接する機会があります。そのたびに消防職員の皆さんのきちっとした礼儀正しい振舞いなどにも感心いたしております。やはり市役所の職員の方々とは、また違った別組織であるとハッキリと思った次第です。そこで、消防の組織とはどういう風に成り立ち活動しているのか？近年防災の重要さが強く叫ばれている時代に鑑み市民を災害から守る立場の消防の組織に興味を抱いた次第であります。例えば、消防の組織はいくつに分かれその役割分担はどのようになっているのか？私が消防職員の勉強会で知る組織としては、それぞれを隊という呼び名で救急車で市民を助ける救急隊・火事などを消す消防隊・あと困難な救助を行う、所謂レスキュー隊などを知っています。それでよろしいのでしょうか？そしてそれらを管理する部署も各課に分けられ消防組織としてあるのではと、おぼろげながら私なりに思っている次第です。そのような中で、救急隊にはどのくらいの人員が関わっているのか？消防隊にはどれくらいの人員が配置されているのか？レスキュー隊にはどれくらいの人員がそれぞれに配置されているのか？出場の頻度など市民目線では知りたいところです。また、それぞれの業務内容はどのようになっているのでしょうか？更に、職務を遂行する上でそれぞれに課題があると思われますがその課題についてどのように捉えているのか？その点も知りたいところです。どの組織もそうですが、これからの川口市の消防局を担う人材をどのように育成するかはこれもまた大きな課題であると思います。最近よく話題になるのが何々ハラスメント、何々ハラスメントなどと特に管理職の上の立場といわれる方々が注意をしなければならなくなっています。これは消防組織に関わらず世間では大きくクローズアップされています。特に職務遂行上のパワーハラスメントについての消防組織での実態はいかがでしょうか？訓練などを行うことが多い職務の特殊性から訓練を指導する側と訓練を受ける側という立場からどうしてもパワーハラスメントに陥りやすい、と受け取られてしまう環境になってしまうことなどもあると思われます。人材育成とより良い職場環境の構築という面での課題があるのではと推測いたします。川口市民のために日夜活躍されている消防局の職員の皆さんがさらに遣り甲斐をもって邁進する姿に一市民として感謝の思いと更なる活躍を期待して以下お伺いいたします。
（1） 消防にはどのような組織があるのか
（2） 令和６年の出場件数と割合について
（3） 消防職員の配置人数と割合について
（4） 消防部隊の業務内容について
（5） パワーハラスメント防止対策について
（6） 人材育成とより良い職場環境の充実について
　
答弁有難うございました。市長答弁有難うございました。令和６年中の出場件数、火災１２１件、救急３７，４７１件、救助４２１件で圧倒的に救急出場件数が多いです。更に、配置人数を見ると消防隊員292人、全体の４９％、救急隊員１２９人で２２％、救助隊員68人で１１％、事務職員105人１８％となっていて、このデータから救急隊員の圧倒的な出場件数の割には人員が少ないのではないか？私の単純な見方ですが？救急隊の負担がかなりではなく非常に多いと感じました。恒常的ではなく配置転換など広範な業務が経験できるように工夫はされていると思いますが、組織として非常に厳しい中で日々業務を展開していることがよくわかりました。人員不足等よくわかります。適材適所の人材配置や個々の研修等も充実させていただきより適切な組織運営が行われ、更なる市民のための消防組織となりますようにご期待を申し上げます。

６　川口市立高等学校附属中学校について
　川口市立高等学校附属中学校が開校して３年が経過しました。開校の趣旨としては平成９年６月の中央教育審議会答申を受けて、平成１１年４月から中高一貫教育が全国的に導入される動きが出て来ました。その流れの中で、本市でも川口市立川口高等学校に附属中学校を設置して中学校と高等学校の６年間の学校生活の中で計画的・継続的な教育課程を編成し、子供達を教育することによって、川口市立高等学校が更なる高みを目指す学校として、附属中学校が開校されたのではないかと認識しております。それは、川口市民の期待に応える意味でも大いに結構なことだと思います。これまで様々に努力をされていることに敬意と期待をするものです。
　川口市立高等学校附属中学校（仮称）設置に係る方針についてをみると、設置するその背景として「本市では、毎年小学６年生の約１０％（約５００人）が市外の私立や国立の中学校に進学しており、子供達だけでなく、保護者にも、教育に対する様々なニーズや期待があった」としています。つまり、川口市立高等学校附属中学校設置に当たっては、川口市民、保護者のニーズに応えるべく市内の私立や国立の中学校に進学する子供達を附属中学校で学んでもらうべく言葉は適切ではないかもしれませんが流出を防ぐことも考慮に入れ附属中学校を設置されたのだということではないかと解釈することができます。私は、この設置方針は誠に理にかなっているものであり市民のニーズに応える最善の方法と思っております。
　この度、来年の４月入学の川口市立高等学校附属中学校の入学者選抜では、従来の川口市在住の小学６年生を募集対象としていたものが、来年４月募集から、埼玉県全県に募集人員を広げると伺いました。これはどのような意図で行うのでしょうか？先ほど述べたように川口市立高等学校附属中学校設置に係る方針には毎年小学校６年生の約１０％（約５００人）が市外の私立や国立中学校に流出しているのでそのニーズに応えるべく附属中学校を設置したということではないのですか？今回の来年の入学選抜の募集方法はその設置方針と矛盾しているのではないかと思います。そもそも川口市立高等学校も附属中学校も全て川口市民の税金にて設置されたものです。国からも埼玉県からも補助金はいただいておりません。川口市立高等学校の生徒も現在、約６割は市外生徒で約４割が市内生徒です。逆転の現象が起きております。更に全県から生徒を募集となれば市民が知ればどうして？その理由は何？ということになるのではないでしょうか？毎年市外に流出する６年生約５００人を附属中学校に留まり入学して学んでもらう為、その流出を止める為というのであれば市民に対して説明がつくのではないかと思います。設置の方針と逆行していると思いますが？そこでお伺いいたします。
（1） 募集対象拡大の意図は何か
（2） 募集人員はどのように考えているのか
（3） 市民への説明はどのようにしているのか

（1） についてですが、関東地区の区立‣市立の中高一貫校で市外からの受験を認めていないのは本市の附属中学校だけだから募集するとの答弁でしたがそれではそうしなければならない規定でもあるのですか？国や県からも補助金もない状況の中で周辺がやっているからやるのだというのは市民に対しての説明になっていないと思います。どのような規定があるのか？お尋ねします。また、附属中学校の設置方針と背景について、毎年小学6年生が１０％市外へ進学するそのニーズや期待があると、うたっています。県内全域に募集対象拡大を図ることは市民のニーズや期待に逆行することではないのか？お伺いいたします。再質問いたします。

規定がないということは、やらなくてもよいという選択肢もあるはずです。私がなぜこの質問をしたかというと市民の声を聴いたからです。残念ながら答弁では募集対象拡大の事だけで、市民の市の字も出て来ません。川口市立川口高等学校附属中学校は川口市民によって設置されたものであることを忘れないでいただきたいと思います。

７　市内小中学校のトイレ等の修繕について
　市内小中学校の施設の老朽化に伴い修繕等して欲しいと、私のところに市民から具体的な学校をお知らせいただきながら早急に改善してほしいと数件ご指摘がありました。年数がかさめば老朽化した学校施設は修繕あるいは改築など検討していかなければならないことは当然の事と思います。
　1校目は青木中学校のエアコンであります。青木中学校はご承知の通り近くにオートレース場があり、防音をするため古くから二重窓を配してエアコンが設置されていました。そのエアコンが老朽化しており、夏の暑い日はエアコンが利かない為授業が出来ずエアコンが効く特別教室に移動して授業を行っているという実態を知りました。
　２校目は八幡木中学校のトイレです。これはひどく劣悪な環境といってよいと思います。一部の換気扇は壊れトイレの異臭がこみ上げてきました。夏休み中に私が現場に行きましたので掃除も施されていない為なおさらだったのかもしれませんが。あの異臭がもし学校が開かれている時であれば子供たちはどう感じるでしょうか？特に女子生徒はデリケートであると思います。学校に対して違和感を感じているのではないでしょうか？トイレは否が応でも毎日たびたび使う場所です。特に老朽化したとしてもきれいにして整えていくことによって子供達が学校への誇りや学校へ行きたいという意欲につながっていくものと思います。更に言うと私が現役でいたころは和式トイレが通常でありましたが、現在では社会全体が洋式トイレになっていて和式トイレはほとんど見られません。過去3年間の洋式トイレの進捗状況を教えてください。学校には順次様式へ移行する措置が取られているものと聞き及んでおりますが、まだ見られます。家で洋式が常識となっている世の中で学校のトイレが和式では使用する生徒はほとんど避けていくのが実情ではないでしょうか？学校の管理職に聞きました。市教委に予算がないとの回答でした。そのやり取りは詳しく申しませんが？これは予算がないからという問題ではなく、早急に改善しなければならない問題だと思います。教育も含め予算が伴う事業がたくさんある中ですが足元の本当に大切な部分が素通りされてはいないか？教育活動にとって見落としてはいけない大切な部分でもあると思います。このほかにも私が見たり知る限り数校老朽化により管理が行き届かない小中学校があります。早急な対応が必要と思います。予算が伴うことは承知いたしておりますが。早急の対応をお願いいたします。以下、お伺いいたします。
（1） 洋式トイレ設置の進捗率は
（2） 市内小中学校のトイレの状況把握と対応はどのようになっているのか
（3） 改修工事が進まない理由は
（4） 学校施設のより良い環境づくりについて
（5） 早急に改善する策は
　
市長度重なる答弁をいただき大変ありがとうございました。トイレの改修工事など学校施設をより良い環境にするためには当然、予算が伴うことは承知いたしております。青木中学校のエアコンにつきましてはかなりの予算を使ってこのほど改修工事に入るとのことで有難うございます。市内中学校のトイレについてですが、私が実際に市内の中学校の実情を見た時にあまりにもひどい状態でした。ブロークン・ウインドウ理論犯罪心理学の理論です。ニューヨーク市の地下鉄の落書きを全て消したところ犯罪が減少し治安が回復したとのことです。子供たちにとってトイレを気持ちよく使えるということは自然のうちに穏やかな心理に作用します。学習や学校生活に影響します。是非、各学校のトイレの修繕や改修について注力していただき、子供達が快適な学校生活が送れるように尽力いただければと思います。洋式トイレの設置率も年々改善されているので早く１００％になるよう尽力をお願いいたします。
　市長１２年の永きにわたり川口市のためにご尽力有難うございました。ご苦労様でした。
傍聴をいただいた支持者の皆様インターネット市長をいただいた皆様有難うございました。
以上で坂本だいすけの質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。
